
第２章 計画の基本的な考え方

すべての子どもの健やかな成長を切れ目なく支援する子ども・家庭・地域の子育て機能の総合支援拠点の設置

児童虐待への対応と防止
対策の強化

基本施策

２ 保健･福祉と教育の情報･
意識の共有と連携の強化

基本施策

３

子 育 て 世 代 包 括 支 援 セ ン タ ー の 機 能

① 妊 産 婦 ・ 乳 幼 児 等 の 実 情 把 握

② 妊 娠 ・ 出 産 ・ 子 育 て に 関 す る 各 種 相 談 ・ 情 報 提 供 ・ 助 言 ・ 保 健 指 導

③ 支 援 プ ラ ン の 策 定

④ 保 健 医 療 機 関 ・ 福 祉 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整

◆『子育て世代包括支援センター』及び『子ども家庭総合支援拠点』の設置イメージ

子 ど も 家 庭 総 合 支 援 拠 点 の 機 能

① 子 ど も 家 庭 支 援 全 般 に 係 る 業 務

実情の把握、情報の提供、相談等への対応、総合調整

② 要 支 援 児 童 及 び 要 保 護 児 童 へ の 支 援 業 務

危機判断とその対応、調査、アセスメント、支援計画の作成、児童相談所の指導措置委託を

受けて市町村が行う指導

③ 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整

支援拠点が調整機関を担うことで、支援の一体性、連続性を確保し、児童相談所との円滑な連携

・協議の体制を推進

④ そ の 他 の 必 要 な 支 援

一時保護又は措置解除後の安定した生活を送るための継続支援など

子ども家庭総合支援拠点（子ども家庭支援センター）

子育て世代包括支援センター（母子健康包括支援センター）
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(仮称)子ども包括支援センター
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子育てを支援する
総合相談窓口機能の整備

基本施策

１

子どもや子育てにまつわる相談窓口に多様

な専門職を配置し、柔軟かつ幅広い相談に対

応します。

相談記録や健診データを一元管理し、支援漏

れを防ぐとともに適切な支援を実現します。

『相談を支援につなげる 』

虐待の発生を予防するために、子育ての不

安感や負担感を解消する支援を充実していき

ます。虐待の疑いも含めて、できるだけ早期

に発見、対応できる体制を構築します。

『虐待ゼロへむけて』

子どもを取り巻く問題が多様化・複雑化す

る就学以降の支援には、ＳＳＷ（スクール

ソーシャルワーカー）を活用し、学校・家

庭・地域の支援ネットワークを強化します。

『支援を広げるＳＳＷ』
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【 妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援の実施 】

妊娠前 妊娠期 出産 産後 育児

・不妊相談

・妊娠に関する普及啓発

・妊婦健康診査

・両親学級

・産後ケア事業

・乳児家庭全戸訪問

・予防接種

・乳幼児健康診査

・乳幼児健康相談

・その他子育て支援策

義務教育終了後の継続
した支援

基本施策

４ 子育て支援資源の育成と
協力体制の構築

基本施策

５

八王子児童相談所

連 携

◆要保護児童対策地域協議会

※その他連携を要する機関

エール
教育委員
会・学校

児童相談所

保健所

医療機関

弁護士会 里親

警察署
民生児童委

員

保育所
幼稚園民間団体

乳児院・児
童養護施設

学齢期の不登校、引きこもりなどの問

題が長期化し、中学校卒業後も継続的な

支援が必要となる場合や、高校中退者へ

の支援などについて取り組みます。

『支援を継続する 』

子育て世代の課題やニーズを地域の様々な

人や機関と共有し、子育て支援に主体的に取

り組む活動を後押し、支えあいの地域づくり

を推進していきます。

『支えあいの地域づくり』
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◆要保護児童対策地域協議会とは

虐待を受けている子どもやさまざまな問題を

抱えている要保護児童等の早期発見や適切な支

援等を行うために、必要な情報を共有し支援内

容の検討を協議し、関係機関の連携と協力のも

と適切な支援を行います。センター（子ども家

庭総合支援拠点）は協議会の調整機関として地

域の子どもを守るネットワークづくりの中心を

担います。

◆要保護児童対策地域協議会は三層構造

＜個別支援会議＞

通告や相談を受けたケースの今後の支援を検

討する会議。

＜実務者会議（地域別会議）＞

実際に活動する実務者で構成する協議会の主

体となる会議。

＜代表者会議＞

機関や組織の代表、管理職などで構成され基

本的に年1回実施。協議会活動への理解を深め、

認識を高めることで、実務者が活発に活動でき

る環境づくりを推進する。

母子保健は妊産婦・乳幼児、思春期・更年期

と生涯を通じた健康の保持及び増進を図るとさ

れ、保健センター（健康課）でも母子保健事業

の一部を実施している。

(仮称)子育て世代包括支援センター設置後も、

母子保健を担う部署として協働・連携して事業

を実施していく。

栄養保健、歯科保健、予防接種等の

母子保健事業の一部を実施

◆ 保健センター (健康課 )

◆ 保健センター (健康課 )

協 働・連携


